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１ はじめに 

小平市、東大和市、武蔵村山市及び小平・村山・大和衛生組合（以下「組合」という。）

の４団体は、本年２月から３月の間に、３市共同資源化事業に関する説明会として、地域

住民※、３市市民への説明会及び、自治会からの要望を受けての出前説明会を実施した。 

説明会では、これまでの３市共同資源化事業の取組みの経過と、本年１月に小平市、東

大和市、武蔵村山市の３市市長及び小平・村山・大和衛生組合管理者の４者間で確認され

た基本事項及び、今後の事業の進め方についての説明を行った。 

説明会の実施状況及び参加者の質問等の詳細については、別紙１から３のとおりで、主

な経過については、資料２のとおりである。 

 ※地域住民とは、東大和市桜が丘２丁目の想定地から概ね８００メートルの区域及び小平・村山・大和衛生組

合のごみ処理事業に関する連絡協議会（小平市中島町、立川市幸町団地及び幸町６丁目）の住民をいう。 

 

２ 説明会の実施結果 

（１）概要 

説明会は、概要説明を約３０分行った後、質疑応答を含め、全部で２時間程度を目安

に、以下のとおり実施した。 

説明会別 対象者とする方 回数 

①地域住民説明会 地域住民 
４回（東大和市桜が丘３回、  

小平・村山・大和衛生組合１回） 

②３市市民説明会 
小平市、東大和市及び武蔵村山

市の３市市民 
３回（各市１回） 

③出前説明会 
概ね１０名以上の住民 

（要望に基づき開催） 
１回（要望のあった自治会） 

  ※説明会別に対象者を設定しているが、他の地域の方でも参加は可能である。 

 

（２）説明体制 

原則として、３市副市長及び小平・村山・大和衛生組合助役（３市共同資源化推進本 

部長〈助役〉及び副本部長）をはじめ、４団体の担当部課長及び事務局とした。 

（詳細は資料３参照） 

 

（３）説明内容 

配付した資料（資料４参照）に沿って概要説明（「これまでの経緯」、「４団体で確認

した基本事項の要旨」、及び「今後、事業を進めるに当たって」）及び質疑に対する説明

を行った。主な説明内容は下表のとおりである（５項目で分類）。 

項目 主な説明内容（要旨） 

①３市共同資源

化事業の経緯等 

平成１５年度からの検討経過、拡大生産者責任の普及を目指す４団体の基本

的考え方、資源化基準の統一などソフト面を含む事業全体の枠組、６品目から

２品目施設への事業変更等 

②資源物処理施

設の必要性 

増え続けるプラスチックごみの処理を効率的に行う必要があること、拡大生

産者責任やマテリアルリサイクルを進めるために必要であること、ごみ処理シ

ステムを構築する中で、不燃・粗大ごみ処理施設や焼却施設の規模や能力設定

に大きく影響すること、中長期的に継続して安定した処理を行うためには公設

の施設が必要であること等 
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③３市共同で施

設を整備する理

由 

現在３市でそれぞれ単独処理している資源のより効率的な処理、４団体それ

ぞれの施設の老朽化及び用地の問題、循環型社会が求められている中で焼却施

設の更新も視野に入れたごみ処理システムの統一が課題となっていること、ス

ケールメリットの享受等 

④施設の整備場

所の選定理由 

現在の組合の敷地に集中することなく分散整備する必要があること、現在も

リサイクル施設の用地となっていること、限られた既存の土地利用が可能なこ

と、新たな用地を取得する必要がないこと、新たな財政負担を伴わないこと 

⑤環境配慮及び

地域還元に関す

る基本事項 

想定している建築面積、建物構造、稼働シミュレーション、緑化、プラザ（環

境啓発）機能等の施設の概要、道路交通への影響、周辺環境との調和、操業に

伴う騒音・振動・光害、臭気及びＶＯＣ（揮発性有機化合物）対策、生活環境

影響調査等 

 

（４）参加者数 

参加者数は、延べ３１９名であった。 

説明会別では、地域住民説明会２１７名（６８％）、３市市民説明会６４名（２０％）、

出前説明会３８名（１２％）であった。 

開催場所別では、東大和市での参加者２９３名（９２％）のうち、桜が丘周辺地域で

の参加者が２４５名（７７％）であった。参加者数及び割合は下表のとおりである。 

 

【参加者数及び割合（詳細は資料１の表１及び表２参照）】 

説明会別 参加者数（名） 割合（％） 

①地域住民説明会 ２１７ ６８ 

②３市市民説明会 ６４ ２０ 

③出前説明会 ３８ １２ 

計 ３１９ １００ 

 うち東大和市（うち桜が丘）※      ２９３（２４５） ９２（７７） 

※「うち東大和市」は東大和市内で実施した説明会の参加者で分類し、「うち桜が丘」は桜が丘周辺地域住

民を対象に実施した説明会の参加者で分類。また、参加者数は延べ人数。 

 

（５）質問等の件数と内訳 

質問等（質問、意見・要望、資料要求）は、延べ３２２件であった。 

説明会別では、地域住民説明会が１６３件（５１％）、３市市民説明会が１０１件 

（３１％）、出前説明会が５８件（１８％）であった。 

開催場所別では、東大和市での質問等２４５件（７６％）のうち、桜が丘周辺地域が 

１９４件（６０％）であった。質問等の件数と内訳は下表のとおりである。 

 

【質問等の件数と内訳（詳細は資料１の表３から表６参照）】 

    区分 

質問等 

①地域住

民説明会 

②３市市

民説明会 

③出前説

明会 
計 

 

うち東大和市 

 うち桜が丘 

質問 
件数（件） ９３ ５５ ４１ １８９ １４５ １１７ 

(割合：％) （４９） （２９） （２２） （１００） （７７） （６２） 
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意見・要望 
件数（件） ６２ ４４ １５ １２１ ８９ ６７ 

(割合：％) （５１） （３６） （１３） （１００） （７４） （５５） 

資料 

要求 

件数（件） ８ ２ ２ １２ １１ １０ 

(割合：％) （６６） （１７） （１７） （１００） （９２） （８３） 

計 
件数（件） １６３ １０１ ５８ ３２２ ２４５ １９４ 

(割合：％) （５１） （３１） （１８） （１００） （７６） （６０） 

※「うち東大和市」は東大和市内で実施した説明会の参加者で分類し、「うち桜が丘」は桜が丘周辺地域住

民を対象に実施した説明会の参加者で分類。また、件数は延べ件数。 

 

（６）内容の分類 

質問等の３２２件については、内容で大きく次の３つに分類した。 

分類 内容 件数 

ア）３市共同資源物処理施設

に関すること 

公設理由やコスト等の施設の必要性に

関すること、想定地の選定理由や選定

経過等の立地に関すること、健康被害

等の環境影響に関すること 

１６６件 

イ）３市共同資源化事業の進

め方に関すること 

説明会や判断基準等の事業の進め方に

関すること 
１１１件 

ウ）その他 東大和市に関連すること等 ４５件 

※詳細は資料１の表３参照 

 

（７）内容別の主な質問等 

 説明会での質問等（質問、意見・要望、資料要求）の主な内容は次のとおりである。 

① 質問（１８９件） 

質問では、ア）３市共同資源物処理施設に関することが９５件（５０％）、イ）３市共

同資源化事業の進め方に関することが７２件（３８％）、ウ）その他が２２件（１２％）

であった。主な内容は下表のとおりである（詳細は資料１の表４参照）。 

 

【質問の主な内容】 

区分 主な内容 

ア）３市共同

資源物処理

施設に関す

ること（９５

件・５０％） 

施設の必要性 

（３８件・２０％） 

施設建設の合理的理由について、３市で２品目を資源化す

る理由について、現状（３市での処理の継続）のままでよ

いのではないか、公設とした具体的な理由について、コス

ト比較（現行と新施設）について等 

施設の立地 

（２１件・１１％） 

住宅密集地への建設理由について、想定地の選定理由とそ

の時期について、想定地の検討経緯について、想定地が東

大和市となった理由や東大和市に建設する理由について等 

施設の環境影響 

（３６件・１９％） 

健康被害の想定と対策について、有害物質（ＶＯＣ等）の

漏洩による影響について、交通渋滞等による環境影響につ

いて、施設の詳細がない中で健康への影響がないとはいえ

ないのではないか、環境対策と提示時期について等 
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イ）３市共同資源化事業の進め方

に関すること（７２件・３８％） 

継続して説明会は開催されるのか、時間をかけて説明され

るのか、住民の理解を得たとの判断基準や推進本部の判断

基準について、住民の理解がないと進まないのか等 

ウ）その他（２２件・１２％） 

連絡協議会の東大和市民枠を作る予定はないのか、残りの

４品目の処理方法とその検討について、東大和市暫定リサ

イクル施設の建設時期や取扱品目と処理量等 

 

② 意見・要望（１２１件） 

意見・要望では、ア）３市共同資源物処理施設に関することが６５件（５４％）、   

イ）３市共同資源化事業の進め方に関することが３９件（３２％）、ウ）その他が１７件

（１４％）であった。主な内容は下表のとおりである（詳細は資料１の表５参照）。 

 

【意見・要望の主な内容】 

区分 主な内容 

ア）３市共同

資源物処理施

設に関するこ

と 

（６５件・ 

５４％） 

施設の必要性 

（２２件・１８％） 

現行（各市での資源化）のままでよい、施設のメリットを

示さないと誰も納得しないし市民はわからない、ごみの減

量が先である、税金でつくる必要はない、民間委託を考え

るべきである、施設そのものは反対ではない等 

施設の立地 

（２３件・１９％） 

想定地への建設は反対である、建設の白紙撤回を求めた

い、計画を白紙に戻し用地選定からの検討を求めたい、施

設建設を進めることに反対する理由はない等 

施設の環境影響 

（２０件・１７％） 

近くに給食センターの建設計画があり、給食への影響が心

配である、健康被害があれば反対である、住宅密集地であ

り白紙撤回をしてほしい、健康被害を第一に考え説明会を

行うべきで反対である、健康被害がなければいい等 

イ）３市共同資源化事業の進め方に

関すること 

（３９件・３２％） 

１か月で結論を出すのは認めない、白紙撤回し代替案を市

民に募るべきである、丁寧な住民との合意形成が必要であ

る、市民を入れた委員会での検討をしてほしい、近隣住民

の意見を聞いて判断してほしい、推進本部で判断すること

は反対である、詳細な説明がなく不安をあおっている等 

ウ）その他 

（１７件・１４％） 

連絡協議会の東大和市民枠を検討してもらいたい、賛成反

対を挙手で問いたい、３市の資源化品目の不一致は行政の

怠慢である、東大和市がどうするかが最大の問題で市民と

してどう対処するか考えたい、東大和市に施設は必要で東

大和市から排出されたごみ処理はやむを得ない等 

 

③ 資料要求（１２件） 

資料要求では、ア）３市共同資源物処理施設に関することが６件（５０％）、ウ）その

他が６件（５０％）であった。主な内容は下表のとおりである（詳細は資料１の表６参

照）。 
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【資料要求の主な内容】 

区分 主な内容 

ア）３市共同資源

物処理施設に関

すること 

（６件・５０％） 

施設の必要性 

（３件・２５％） 

２品目処理施設のイニシャルコストや負担割合及びラ

ンニングコストについて、現行の２品目に関する経費

と資源化施設の経費の比較（運営コストを含む）につ

いて等 

施設の立地 

（２件・１７％） 

想定地の選定理由や選定経緯について、メリットとデ

メリットについて 

施設の環境影響 

（１件・８％） 

環境負荷に対する目標値 

 

ウ）その他 

（６件・５０％） 

３市の廃棄物減量とリサイクルの取り組みについて、

３市のリサイクル施設の現状について、想定地周辺地

域の人口変化について等 

 

（８）４団体と参加者の考え方 

  説明会での参加者の質問や意見等の傾向を踏まえると、４団体と参加者の考え方の違い

は、主に次のとおりであった。 

 

区分 ４団体の考え方 参加者の考え方（傾向） 

ア）

３

市

共

同

資

源

物

処

理

施

設

に

関

す

る

こ

と 

施設の

必要性 

・現状のごみ処理では課題があり、ごみ

処理全体を考えると３市共同で事業を

行う必要がある。 

・拡大生産者責任（ＥＰＲ）の導入を目

指した容リ法に基づくリサイクルを推

進する。 

・安定的な処理を行うため公設の施設が

必要である。 

・現状のごみ処理の課題である、施設の

老朽化、処理システムの統一等、施設の

必要性は理解が得られなかった。 

・現状、民間委託等で処理できているこ

とから、各市で行っている現状の処理の

ままでいいとの認識であり、施設を公設

で建設することへの理解が得られなか

った。 

・一部に、施設そのものは反対ではない

との意見もあった。 

施設の

立地 

・施設は、組合の敷地内の一箇所に集中

することなく分散整備する必要がある。 

・想定地は、現状でリサイクル用地とし

て活用されており、新たな財政負担を伴

わない等、適地と考えている。 

・他の処理方法とすべき、民間委託とす

べき、他に適地がある、選定の経過が不

透明等、想定地の選定に対する反対が根

強くあった。 

・一部に、場所はどこでも同じであると

の意見もあった。 

施設の

環境影

響 

・環境影響は最小限にとどめる対策をと

っていく方針である。 

・具体的な環境対策は、次の段階で明か

にしたいと考えている。 

・揮発性有機化合物（ＶＯＣ）等化学物

質の漏洩による多大な健康被害、交通渋

滞、交通事故への懸念があった。 
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イ）３市共同

資源化事業の

進め方に関す

ること 

・従来から事業の進捗状況に応じ、広報

や説明会を開催しており、今回の説明会

は３月末までを開催期間とする。 

・施設の姿や環境対策は、合意形成を図

りつつ進めていくことを考えている。 

・事業を進める段階では、桜が丘周辺地

域住民との協議機関の設置を検討する。 

・期限を定めた説明会では、情報提供不

足との意見が多かった。 

・行政主導による想定地決定に対する反

対が見られた。 

・市民参加により事業の検討をすべきと

の意見が多かった。 

ウ）その他 

・事業全般についての情報提供方法を検

討する。 

・施設以外の事業全体や現有施設の情報

について、丁寧な説明をすべきとの意見

があった。 

 

３ 説明会で見えてきた事業の課題 

  今回の説明会での参加者からの質問や意見等から、事業の課題としては、次のように挙

げられる。 

 

１：３市全域での住民の意見集約がなされていないこと 

 ○参加者は、桜が丘周辺地域及び東大和市の住民が多いと見受けられ、想定地周辺地

域以外の住民の意見がつかめていない。このことから、３市市民に広く事業につい

て周知し、意向を把握する必要がある。 

２：参加者の多くは事業や計画へ反対の立場であったこと 

○説明会では、事業や計画に容認と見られる意見も出されたが、桜が丘周辺地域及び

東大和市で開催した説明会では、参加者の多くが事業や計画へ反対の立場であっ

た。 

○施設の必要性や想定地の選定経過について一定の説明を行ったが、事業そのものへ

の不信感があり、相互理解ができなかった。 

３：説明した内容と参加者が説明会で聞きたかった内容に開きがあったこと 

○今回の説明会は、想定地での具体的な設計等を行う前段階で、地域住民に対して本

事業のこれまでの経過と事業の概要を説明することを目的としていたが、参加者

は、具体的な事業計画の説明会ととらえていたため、内容に行き違いが生じた。 

○桜が丘周辺地域及び東大和市の参加者の多くは３市共同資源物処理施設の環境影

響や健康被害に対して関心があったが、施設の具体的な設計等がない段階での説明

であったため、その不安を解消するための詳細な資料の提示や対応等を説明するこ

とができなかった。 

４：３月までの事業説明ではなく時間をかけた説明が求められていること 

○桜が丘周辺地域及び東大和市の参加者の多くは、説明会を引き続き開催し、時間を

かけて説明するよう求めている。 

５：継続して協議をしていくような説明会ではなかったこと 

 ○今回の説明会は、住民が加わり継続して事業内容を協議していくような設定ではな

かったため、参加者からは継続して事業内容を協議できる場を求められている。 
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資料１ 住民説明会の実施結果 

表１ 説明会の参加者数（説明会別・開催場所別） 

※開催場所別とは開催場所の市域で分類したものであり（例：東大和市内会場→東大和市）、各市の市民別の

参加者数を指すものではない（表２も同様）。 

 

表２ 参加者数と質問等（開催場所別） 

区分 参加者 質問等 

  開催場所 人数（名） 割合（％） 件数（件） 割合（％） 

東大和市 

桜が丘※１ ２４５ ７７ １９４ ６０ 

市役所 ４８ １５ ５１ １６ 

小計 ２９３ ９２ ２４５ ７６ 

小平市 

衛生組合※２ １０ ３ ２７ ９ 

公民館※３ １１ ３ ４３ １３ 

小計 ２１ ６ ７０ ２２ 

武蔵村山市 市役所 ５ ２ ７ ２ 

合計 ３１９ １００ ３２２ １００ 

※１桜が丘…東大和市桜が丘市民センター    ※２衛生組合…小平・村山・大和衛生組合 

※３公民館…小平市中央公民館 

日時 開催場所 
参加者 

数 

開催場所別 

東大和市 小平市 武蔵村山市 

①
地
域
住
民 

第１回 
平成２５年２月１４日（木） 

午後７時～９時１５分 

東大和市桜が丘

市民センター 

５８名 

２０７名 

    

第２回 
平成２５年２月１６日（土） 

午後７時～９時１０分 
８３名     

第３回 
平成２５年２月１７日（日） 

午後２時～４時 
６６名     

第４回 
平成２５年２月１７日（日） 

午後７時～９時 

小平・村山・大

和衛生組合 
１０名   １０名   

小計 ２１７名 ２０７名 １０名 
 

②
３
市
市
民 

小平市 
平成２５年３月１７日（日）

午後７時～８時４０分 

小平市中央公民

館 
１１名   １１名   

武蔵村

山市 

平成２５年３月１９日（火）

午後７時～７時５０分 
武蔵村山市役所 ５名     ５名 

東大和

市 

平成２５年３月２１日（木）

午後７時～９時 
東大和市役所 ４８名 ４８名     

小計 ６４名 ４８名 １１名 ５名 

③出前 
平成２５年３月１６日（土） 

午後６時～８時１０分 

東大和市桜が丘

市民センター 
３８名 ３８名 

  

合計（①～③） ３１９名 ２９３名 ２１名 ５名 

割合（①～③） １００％ ９２％ ６％ ２％ 
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表３ 質問等（質問、意見・要望、資料要求）の内容別件数と割合 

  

質問等（質問、意見・要望、資料要求） 

① 地域 ② ３市 ③出前 
計 

割合

（％） 桜が丘 組合 小計 小平市 武蔵村山市 東大和市 小計 桜が丘 

ｱ)３市

共同資源

物処理施

設に関す

ること 

必要性 29 5 34 14 3 6 23 6 63 20 

立地 26 8 34 1 
 

11 12 
 

46 14 

環境影響 22 1 23 
 

2 15 17 17 57 18 

小計 77 14 91 15 5 32 52 23 166 52 

割合（％） 46 9 55 9 3 19 31 14 100   

ｲ)３市共同資源化事業の 41 7 48 21 2 7 30 33 111 34 

進め方 割合（％） 37 6 43 19 2 6 27 30 100   

ｳ) その他 18 6 24 7 
 

12 19 2 45 14 

  割合（％） 40 13 53 16 
 

27 43 4 100   

合  計 136 27 163 43 7 51 101 58 322 100 

  割合（％） 42 9 51 13 2 16 31 18 100   

※①地域…地域住民説明会 ②３市…３市市民説明会  ③出前…出前説明会（以降、表６まで同様） 

 

表４ 質問の内容別件数と割合 

  

質問 

① 地域 ② ３市 ③出前 
計 

割合

（％） 桜が丘 組合 小計 小平市 武蔵村山市 東大和市 小計 桜が丘 

ｱ)３市

共同資源物

処理施設に

関すること 

必要性 17 4 21 7 2 4 13 4 38 20 

立地 14 2 16 1   4 5   21 11 

環境影響 10 1 11   2 10 12 13 36 19 

小計 41 7 48 8 4 18 30 17 95 50 

割合（％） 43 7 50 9 4 19 32 18 100   

ｲ)３市共同資源化事業の 28 7 35 7 1 5 13 24 72 38 

進め方 割合（％） 39 10 49 10 1 7 18 33 100   

ｳ) その他 7 3 10 7   5 12   22 12 

  割合（％） 32 13 45 32 
 

23 55 
 

100   

合  計 76 17 93 22 5 28 55 41 189 100 

  割合（％） 40 9 49 11 3 15 29 22 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

表５ 意見・要望の内容別件数と割合 

  

意見・要望 

① 地域 ② ３市 ③出前 
計 

割合

（％） 桜が丘 組合 小計 小平市 武蔵村山市 東大和市 小計 桜が丘 

ｱ)３市

共同資源物

処理施設に

関すること 

必要性 11 1 12 6 1 1 8 2 22 18 

立地 10 6 16     7 7   23 19 

環境影響 11   11     5 5 4 20 17 

小計 32 7 39 6 1 13 20 6  65 54 

割合（％） 49 11 60 9 2 20 31 9 100   

ｲ)３市共同資源化事業の    13 14 1 2 17 9 39 32 

進め方 割合（％） 33 
 

33 36 3 5 44 23 100   

ｳ) その他 7 3 10     7 7   17 14 

  割合（％） 41 18 59 
  

41 41 
 

100   

合  計 52 10 62 20 2 22 44 15 121 100 

  割合（％） 43 8 51 17 2 18 37 12 100   

 

表６ 資料要求の内容別件数と割合 

  

資料要求 

① 地域 ② ３市 ③出前 
計 

割合

（％） 桜が丘 組合 小計 小平市 武蔵村山市 東大和市 小計 桜が丘 

ｱ)３市

共同資源物

処理施設に

関すること 

必要性 1 
 

1 1 
 

1 2 
 

3 25 

立地 2 
 

2 
     

2 17 

環境影響 1 
 

1 
     

1 8 

小計 4 
 

4 1 
 

1 2 
 

6 50 

割合（％） 67 
 

67 16.5 
 

16.5 33 
 

100 
 

ｲ)３市共同資源化事業の  
         

進め方 割合（％） 
          

ｳ) その他 4 
 

4 
    

2 6 50 

  割合（％） 67 
 

67 
    

33 100 
 

合  計 8 
 

8 1 
 

1 2 2 12 100 

  割合（％） 67 
 

67 16.5 
 

16.5 33 33 100 
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資料２  説明会等に関する主な経過について 

 

年 月 主な経過 

平成２５年２月 

 

 

 

 

同年２月１４日

～１７日 

 

同年３月 

 

 

同年３月 

 

 

同年３月 

 

同年３月 

 

同年３月１６日 

 

同年３月１７日

～２１日 

 

同年４月 

説明会のお知らせ（チラシ）の配布及び説明会資料等をホームページ

へ掲載（チラシ配布は東大和市桜が丘１丁目～３丁目全域、南街及び

立野の一部地域の計７，１００部、小平市中島町及び立川市幸町団地

並びに幸町６丁目の計２，３００部を実施） 

 

地域住民説明会の開催（桜が丘市民センター３回、小平・村山・大和

衛生組合１回 計４回） 

 

説明会会議録（計４回）をホームページへ掲載及び４団体等の窓口に

閲覧用の会議録を設置 

 

３市（小平市、武蔵村山市、東大和市）での説明会のお知らせをホー

ムページへ掲載及び各市の市報へ掲載 

 

出前説明会の案内をホームページ等へ掲載 

 

組合広報紙「えんとつ」へ３市共同資源化事業等について掲載 

 

出前説明会の開催（東大和市桜が丘市民センター） 

 

３市市民説明会の開催（小平市１７日、武蔵村山市１９日、東大和市

２１日） 

 

説明会会議録（計４回）をホームページへ掲載及び４団体等の窓口に

閲覧用の会議録を設置 
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資料３  説明会の説明体制について 

※小平市副市長と小平・村山・大和衛生組合の助役は同一。本部長は３市共同資源化推進本部本部長。副本部長は推進本部副本部長。 

区分 開催場所 
説明体制 

小平市 東大和市 武蔵村山市 組合 

①
地
域
住
民 

第１回 

２月１４日（木） 

午後７時～９時

１５分 

東大和市桜が

丘市民センタ

ー 

副市長(本部

長)・環境部

長・ごみ減量

対策課長 

副市長（副本

部長）・環境

部長・ごみ対

策課長 

副市長（副本

部長）・生活

環境部長・環

境課長 

助役（本部長）・

事務局長・計画

課長・計画課長

補佐・計画課主

査 

第２回 

２月１６日（土） 

午後７時～９時

１０分 

副市長（本部

長）・環境部

長・ごみ減量

対策課長 

副市長（副本

部長）・環境

部長・ごみ対

策課長 

副市長（副本

部長）・生活

環境部長・環

境課長 

助役（本部長）・

事務局長・計画

課長・計画課長

補佐・計画課主

査 

第３回 
２月１７日（日） 

午後２時～４時 

環境部長・ご

み減量対策

課長補佐 

環境部長・環

境部副参事 
環境課長 

事務局長・計画

課長・計画課長

補佐・計画課主

査 

第４回 
２月１７日（日） 

午後７時～９時 

小平・村山・

大和衛生組合 

環境部長・ご

み減量対策

課長補佐 

環境部長・ご

み対策課長 
環境課長 

事務局長・計画

課長・計画課長

補佐・計画課主

査 

②
３
市
市
民 

小平市 

３月１７日（日）

午後７時～８時

４０分 

小平市中央公

民館 

副市長（本部

長）・環境部

長・ごみ減量

対策課長 

副市長（副本

部長）・環境

部長・ごみ対

策課長 

副市長（副本

部長）・生活

環境部長・環

境課長 

助役（本部長）・

事務局長・計画

課長・計画課長

補佐・計画課主

査 

武蔵村

山市 

３月１９日（火）

午後７時～７時

５０分 

武蔵村山市役

所 

副市長（本部

長）・ごみ減

量対策課長 

副市長（副本

部長）・環境

部長・ごみ対

策課長 

副市長（副本

部長）・生活

環境部長・環

境課長 

助役（本部長）・

事務局長・計画

課長・計画課長

補佐・計画課主

査 

東大和

市 

３月２１日（木）

午後７時～９時 
東大和市役所 

環境部長・ご

み減量対策

課長 

環境部長・ご

み対策課長 

生活環境部

長・環境課長 

事務局長・計画

課長・計画課長

補佐・計画課主

査 

③出前 

３月１６日（土） 

午後６時～８時

１０分 

東大和市桜が

丘市民センタ

ー 

環境部長・ご

み減量対策

課長補佐 

ごみ対策課

長・環境部副

参事 

環境課長 

事務局長・計画

課長・計画課長

補佐・計画課主

査 
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～資源循環型の社会を目指して～ 

 

３市共同資源化事業を進めています 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年２月 

 

 

 

小平市・東大和市・武蔵村山市 

 小平・村山・大和衛生組合 

 

資料４  説明会の資料について 

 

 

これまで、小平市、東大和市、武蔵村山市の３市では、資源循環型の社会を

目指して、廃棄物減量への取組みやリサイクルなどを進めてきました。 

 

今後、さらなる廃棄物の減量とリサイクルを進めるうえで、処理施設の老朽

化や処理能力の限界などの課題がありました。 

３市で構成する小平・村山・大和衛生組合（組合）では老朽化した 

粗大ごみ処理施設の早急な更新が必要な状況となっており、さらに、 

３市での廃棄物の収集においては、資源化品目が一致していないことか

ら、組合に搬入される廃棄物も、可燃ごみ、不燃ごみの扱いに多少の 

違いが出ている状況にあります。 

 

そのため、平成１５年度から、３市と組合の４団体では、平成３３年度のご

みの焼却施設の更新も視野に入れ、ソフト面では廃棄物の減量施策や３市の資

源化基準の統一、ハード面では、３市共同資源物処理施設の整備と現在の粗大

ごみ処理施設の更新を内容とする「３市共同資源化事業」の検討を進めてきま

した。 

 
今回、平成２５年１月には、これまで進めてきた事業の変更と今後の事業推

進に係る方向性を定めた「３市共同資源化事業に関する基本事項について」を、

３市と組合の４団体で確認しました。 

 

この資料は、これまでの３市共同資源化事業の取組みの経過と確認された基

本事項、今後の事業の進め方をまとめたものです。 
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Ⅰ これまでの経緯 

１ 平成１５年度から１７年度 

平成１７年８月には、「資源物(プラスチック等)の共同処理について」を確認しました。 

 

 

 

 

２ 平成１８年度から１９年度 

平成１９年１２月には、「３市共同資源化の今後の進め方について」を確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 平成２０年度から２２年度 

平成２２年４月には、「３市共同資源化事業の推進について（報告）」をまとめました。 

 

 

 

 

 

 

  

その後、用地の制約など課題があることから、東大和市において、平成２２年６月  

「３市共同資源物処理施設建設の受け入れが不可能である」との決定があり、平成２３年

１月に実施した会議では、「東大和市の決定が覆らないのであれば、それに変わる考えを

示していただく」という共通認識を持つことになりました。 

 

４ 平成２３年度～現在 

平成２４年１１月には、「３市共同資源化事業の取扱いについて」が、東大和市から  

小平市と武蔵村山市に提案されました。 

 

 

 

 

これを受け、３市による実質的な協議が進められ、平成２５年１月には、「３市共同資

源化事業に関する基本事項について」を３市市長と組合管理者の４者間で確認しました。 

① 共同処理に向けて検討していく。 
② 共同処理の用地として、東大和市暫定リサイクル施設用地を借用する。 
③ 平成１８年度より共同処理の実現に向けた具体的な検討を進める。 

① ３市共同資源物処理施設用地として、「現東大和市暫定リサイクル施設用地」を
活用 

② 検討対象は、「びん、缶、ペットボトル、その他プラスチック、乾電池、蛍光管」
の６品目 

③ 不燃・粗大ごみ処理施設用地として、「現小平市清掃事務所用地」を活用 
④ ３市共同資源物処理施設及び不燃・粗大ごみ処理施設は、原則公設 
⑤ ３市共同資源化に向けた具体的な計画を検討する組織を設置 

① 住民の納得を得るために４団体が一致した行動をとっていくことを第一としたうえで、  
② 共同処理対象(６品目)を、容器包装プラスチックとペットボトルの２品目に変更する。 
③ ３市共同資源物処理施設には、還元施設として、環境学習機能や再生工房等、 
プラザ機能の充実を図る。 

「３市共同資源化事業の推進について（報告）」の要旨 
① 容器包装プラスチックは、指定法人ルートによる資源化を推進する。 
② ３市共同資源物処理施設は、限られたスペースの中、機能的な施設として、想定

地で資源６品目を処理、運用できる施設とする。 
③ 不燃･粗大ごみ処理施設には、再生工房や環境学習機能等のプラザ機能を整備し、

配置については、小平市清掃事務所側を基本とする。 
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Ⅱ ４団体で確認した基本事項の要旨 

 １ 住民の理解を得るための４団体の一致した行動について 

  ４団体は、３市共同資源化事業を推進するに当たり、３市共同資源物処理施設の整備を協

調して実施します。 

 

 ２ ２品目の処理施設（３市共同資源物処理施設）について 

  想定される３市共同資源物処理施設の主な内容の比較は、次のとおりです。 

項 目 
３市共同資源物処理施設 

変更前（６品目施設） 変更後（２品目施設） 

用  地 想定地（東大和市暫定リサイクル施設用地） 同左 

処理能力 ６０ｔ／日 ３９ｔ／日 

建築面積 ２,３４３㎡ 約２,０６０㎡ 

構  造 地上３階構造（地下ピット有り） 地上２階構造（地下ピット有り） 

稼  動 

シミュレーショ

ン 

搬入車両 １５５台／日 

搬出車両 ５０～５１台／週 

搬入車両 １２０台程度／日 

搬出車両  ２６台程度／週 

施設操業時間 午前８時～午後５時（月

～金曜日） 

乾電池・蛍光管の搬出のみ、土曜日（ま

たは日曜日）に半日程度有り。 

施設操業時間 午前８時～午後５時 

（月～金曜日） 

原則として、土曜日・日曜日の搬出はな

い。 

緑  化 

東京都条例に基づき、地上部に６３０㎡

を緑化し、その他、接道部の緑化や屋上

緑化を行う。 

地上部に東京都条例に基づく面積を上

回る緑化を図る他、接道部の緑化や屋上

緑化を行う。 

プラザ機能 
 地域還元施設として、環境学習機能、再

生工房等の充実を図る。 

概算経費 建設費３３億円 建設費２０億円程度 

 
処理対象品目が２品目に変わることに伴い、３市共同資源物処理施設で大きく変わる 

内容は、次の３点です。 

（１）処理ラインの減少に伴う建築物のコンパクト化 

建築面積と延べ床面積の縮小が可能となり、地上部の緑化面積などの拡充が図れます。 

（２）処理対象量の減少に伴う環境負荷の軽減 

   処理能力が縮小され、敷地内の車両の往来、搬出入車両の減少が見込まれます。 

（３）環境配慮と地域還元について 

環境対策は、採用可能な最新技術の導入を図り、周辺環境に配慮した施設とします。 

また、地域還元として、「プラザ機能」を配置することから、資源化を通じて環境啓

発や環境学習を行う施設としての利用も可能となります。  

 

３ 今後のスケジュール等について 

事業説明は、平成２５年３月末までを目途に開催します。 

３市共同資源化推進本部は、事業説明の結果を３市市長と組合管理者に報告します。 
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